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開  会 午後２時45分 

（介護保険係長）開会に先立ちまして、事務局より２点ほど事務連絡を申し

上げます。 

 本日の欠席委員は、特におりません。 

 次に、会議録の作成の件でございます。作成に際しまして、ＩＣレコーダ

ーの録音方式をとらせていただいております。ご面倒ですけれども、ご自身

のお名前を先におっしゃっていただいてからご発言いただきますよう、お願

いいたします。 

 以上でございます。 

（酒井委員長）よろしくお願いいたします。 

 今日は、初めて伊藤委員さんがご出席なので、地域密着型って何じゃらほ

いという感じがあろうかと思いますけれども、今、介護保険制度がもう16年

ぐらいですか、それで、昔は国とか東京都が介護保険の事業をやる事業者を

指定していたんですね。だけれども、今は基礎自治体としての市がきちんと

調べた上で指定をしていこうと、とりわけ、全部じゃありませんけれども、

例えば特別養護老人ホームですとか、そういうのは違うんですけれども、地

域密着型といいまして、例えば先ほど出てきた介護予防、要支援１とか２の

方たちの事業とか、あとは認知症の方々を対象とした事業なんかについては、

その基礎自治体が事業者を指定していくということに流れが変わってきてい

るんです。 

 そういったことのために、今、小金井市の介護保険運営協議会の中に、そ

のための委員会が一つ設けられている。それで、介護保険運営委員会と２つ

に分けて、半分の委員さんたちが、その委員会を担当しているということで

ございます。 

 ちょっと一言ではわかりにくいと思いますけれども、おいおいよろしくお

願いをしたいと思っております。 

 それでは、今日は非常にたくさん対象事業者がありますので、皆さん、も

う会議が２時間近くたっていますから、お疲れでしょうから、簡潔にやって

いきたいと思います。 

 まず、資料の確認をしたいと思いますが、事務局、お願いします。 

（介護保険係長）介護保険係長でございます。 
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 本日の資料の件でございます。次第に記載しておりますとおり、事前に郵

送させていただいている資料１と資料２の２点、それから、本日配付させて

いただいております資料３－１から３－３の３点でございます。お手元に不

足等ございましたら、事務局までお申しつけください。 

 資料の配付の確認は以上でございます。 

（酒井委員長）よろしいですか。 

 それでは、始めていきたいと思います。まず、資料１は一括していいです

か、１件１件じゃなくて、ここに出ています８事業者。 

 その前に、郵送で送られています前回の委員会の会議録について、お手元

に郵送されたかと思いますけれども、中身を見ていただいて、特に修正点と

かはございますでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

（宮地委員）宮地です。私の発言ではないところが私の名前で出ているので、

ちょっとこれだけ。第２回の議事録の中で、16ページなんですが、運転手云々

という送迎の料金に関する内容のところなんですが、下から１、２、３、４、

５、「管理者が運転します」とか、「運転している人は」とかいうところは、

私は全然存じないことなので、多分、内藤さんがおっしゃっているのではな

いかなと思いますので。 

（酒井委員長）あ、内藤さんか。 

（宮地委員）はい。この関連のことは内藤さんかなと思いました。 

（酒井委員長）そうですね。 

（宮地委員）はい。あと、19ページもそうですね。重要事項説明書等のとい

うところで、上から８行目の「祝日はなかったですね」というところも、こ

の辺のやりとりも、私、使っていませんので、多分、内藤さんかなと思いま

したので、よろしくお願いします。 

（酒井委員長）いいですか。 

（宮地委員）はい。 

（酒井委員長）ほかには、よろしいでしょうか。 

 これだけの議事録をつくるのも大変でしょうけれども、よろしくお願いい

たします。 

 じゃあ、一応、今の２点を修正した上で、公表されるんですよね。はい。
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というふうになりますので、よろしくお願いいたします。 

 あとは、27年第３回のは特にいいですか。はい。 

 それでは、いいですかね。 

 まず、資料１にございます市外地域密着型サービス事業所の指定というこ

とで、事務局からご説明をお願いいたします。 

（介護保険係長）介護保険係長です。 

 それでは、資料１、市外地域密着型サービス事業所の指定についてご説明

させていただきます。 

 それでは、資料１をごらんください。記載している事業所につきましては、

全て地域密着型通所介護事業所でございます。今年の３月の専門委員会でも

ご説明をさせていただいているところではありますが、介護保険法等の改正

によりまして、平成28年４月から、定員18名以下の通所介護につきましては、

地域密着型通所介護として、従来の居宅サービスから地域密着型サービスへ

移行することとなりました。 

 このことによりまして、通所介護事業所の指定につきましては、これまで

東京都が行っておりましたが、定員18名以下の小規模の通所介護事業所につ

きましては、指定権者が東京都から小金井市に変更になりました。 

 地域密着型サービスを利用できるのは、原則として小金井市民のみとなり

ます。しかし、市境に住んでいる方などは、他市の小金井市地域密着型サー

ビス事業所を利用したりすることも想定されます。そこで、他市の合意を得

た上であれば、小金井市が他市の地域密着型サービス事業所を指定すること

で小金井市の方が他市の地域密着型サービスを利用することができます。 

 小金井市に隣接する武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、小平市、国分寺

市、西東京市の７市につきましては、他市利用の件数が多いことから、１人

１人の同意の手続を行うには、事務的に負担が非常に多くかかってしまいま

すので、事前に協定書を締結させていただきまして、４月以降の他市利用者

について、市町村間での事前同意の手続を省略しているところでございます。

この手続につきましては、介護保険法の規定で可能となっているところでご

ざいます。 

 平成28年３月31日時点で、都の指定を受けている定員18名以下の通所介護

につきましては、４月以降は地域密着型通所介護事業所として小金井市の指
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定があったものとみなされ、そのことは、小金井市民で他市の事業所に在籍

している方についても同様となります。このことをみなし指定と申します。 

 ただし、平成28年４月以降に他市の地域密着型通所介護事業所が新たに小

金井市の利用者を受け入れる場合、その方法については、みなし指定が適用

されませんので、他市の事業所が小金井市に指定の申請を行う形になります。 

 今回、ご報告させていただく資料１の１ページ以降の事業所については、

市外の地域密着型通所介護事業所で、今年４月以降に小金井市民の利用者を

受け入れることとなったために指定を行った事業所であります。記載のとお

り、国分寺市が１件、目黒区が１件、武蔵野市が１件、小平市が５件の合計

８件になります。 

 以上でございます。 

（酒井委員長）これについては、今日は報告だけで、確認だけでいいんです

ね。この中身は、１件１件のご説明は特にしないんですか。はい。 

 じゃあ、今の８つの事業所に関しまして、それぞれの事業所の概要といい

ますか、フェースシートのような形で概要が載っていますけれども、これだ

けではなかなか詳しい情報まではわかりませんが、既に事業をきちんとやら

れているところなんですが、何かご質問等はあるでしょうか。どれも小規模

な事業所ではございますけれども。 

（山極委員）委員長、すいません。 

（酒井委員長）山極委員。 

（山極委員）山極です。１つだけ質問なんですが、４ページ目のいきいき・

がくだいさんの実施地域、目黒区になっているんですが、先ほどの事務局の

説明で、一応、市境のご利用者さんを対象にということで、小平ですとか、

国分寺、西東京、そういったところは説明の中で了解できる範囲なんですが、

目黒については、これは遠隔というか、呼び寄せ介護じゃないけど、目黒の

ほうに家族がいらっしゃって、そこで地域密着型サービスを利用している方

が実際いらっしゃって、今回、指定をわざわざ受けることになったという理

解でしょうか。 

（酒井委員長）事務局。 

（事務局）介護福祉課、薄根と申します。お答えいたします。 

 今回のいきいき・がくだいにつきましては、こちらはちょっと通常のデイ
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サービスとは違う特色を持ったデイサービスでございまして、特色といたし

ましては、比較的若年性の認知症の方ということです。あるいは、高次脳機

能障害のある２号保険者の方を対象とした事業所でございまして、そこに小

金井市の方がどうしても通いたいということで、目黒区さんと同意をとりま

して、このたび利用することとなりました。 

 以上でございます。 

（酒井委員長）はい、ありがとうございます。 

 私もちょっと気になったので、ここに来る前にネットで見てみたら、今お

っしゃったように若年性の認知症とか、高次脳機能障害、そういった方の専

門のデイ。小金井からあえてここに行きたいんだという方ですよね。 

 逆に言うと、小金井市内ではなかなか、その方から見ると自分にふさわし

いデイサービスが見当たらないと、だから、あえてここに行きたいという方

です。そういう事業所があったということですね。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

（大西委員）今の件でちょっと、関連なんですが。 

（酒井委員長）どうぞ。 

（大西委員）そうすると、これ、指定するとずっと継続していくわけですよ

ね、これからも。そうすると、うちの市役所のほうが、そういう若年性の人

たちがいらっしゃった場合は、積極的にここを紹介するわけですか。 

（酒井委員長）どうでしょうか。定員は10名という小規模な事業所でござい

ますから、小金井市の方が。 

（大西委員）小金井市の行政のほうとして、そういうふうに紹介するご予定

なんですか。 

（酒井委員長）どうでしょうか、行政の意向としては。 

（事務局）比較的、今回、めずらしいケースかなとは思っているところでご

ざいます。基本的に市のほうから積極的に特定の事業所を紹介するという形

は行っていないです。事業所を紹介するのは、あくまでケアマネジャーの仕

事となっております。 

（大西委員）じゃあ、ケアマネジャーの方はこれをご存じなんですね。 

（事務局）そうです。そういった情報は持っています。 

（大西委員）はい。 
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（酒井委員長）それこそ、小金井市とは言わないけれども、近隣エリアでこ

ういった方々を専門とするような、そういう事業所ができてくれるのが一番

望ましいんだろうと思うんですね。たくさんはいらっしゃらないけれども、

やっぱり若年性の認知症とか、あと、交通事故とか、いろいろな事故で高次

脳機能障害になられる方がいらっしゃって、そういう方の何割かは地元のデ

イサービスに通っていらっしゃる方は当然いらっしゃると思いますけれども、

より専門的なサポートという意味においては、こういう専門的なデイサービ

スができたほうがほんとはいいと思いますので、また、それは計画づくりの

中でいろいろ検討していければと思っております。よろしいでしょうか。 

 資料１、市外地域密着型に関しては、ほかに委員からのご質問、ご意見は

あるでしょうか。じゃあ、よろしいですか。 

 では、まとめて、一応、これは確認ということでやっておきたいと思いま

す。よろしいですね。はい、ありがとうございます。 

 次に、資料２の関係です。市内の地域密着型サービス事業所の指定につい

てを議題としていきます。 

 それでは、事務局からお願いいたします。 

（介護保険係長）介護保険係長です。 

 それでは、資料２をごらんください。前回の委員会で、市内の地域密着型

サービス事業所の指定更新については、指定更新日以降に事後報告させてい

ただくということでご了承をいただいているところでありますが、資料２の

最初のページに記載されております指定更新事業所のうち、グループホーム

のがわ、ミクスチュアうてな、多機能型事業所うてな、グループホームうて

な、この４事業所につきましては11月１日に更新を迎えます。本来でありま

したら、指定更新日以降にご報告させていただくところではございますが、

今回は、11月に新規指定を行う事業所もありますことから、事前の審議が必

要なため、今回、あわせてご提出させていただきました。 

 それでは、最初にデイサービスこがねいの指定更新につきまして、ご説明

いたします。 

 ページは１ページから８ページになります。介護保険法第78条の12および

介護保険法第70条の２の規定により、地域密着型サービス事業所の指定につ

いては６年ごとに更新を実施する必要がございます。平成28年５月31日をも
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ちまして、前回、東京都が行った指定の開始から６年を満了したため、事業

所の指定更新を行ったところでございます。 

 サービス種別は、地域密着型通所介護になります。 

 運営法人は、北多摩中央医療生活協同組合になります。所在地は、小金井

市本町１丁目15番９号で、同一敷地内には、むさし小金井診療所、のがわ訪

問看護ステーション、のがわ介護相談室を運営しております。デイサービス

の定員は15人となっております。 

 こちらの事業所の特徴としましては、法人が訪問介護や病院を運営してお

りまして、管理者は看護師資格を有しているため、健康状態のチェックや健

康相談に乗ることで、高血圧や糖尿病の方でも安全に運動ができるよう配慮

されているところでございます。 

 市では、更新手続に先立ちまして、４月にこちらの事業所について、実地

指導を実施させていただいております。その結果としまして、書類不備等の

一部軽微な指摘事項は認められましたが、大きな問題は散見されませんでし

た。 

 こちらの事業所については、説明は以上でございます。 

 続きまして、グループホームのがわの指定更新につきまして、ご説明いた

します。 

 資料のページにつきましては、９ページから18ページになります。こちら

の事業所につきましては、平成28年10月31日をもちまして、前回の指定更新

から６年を迎え、事業所の指定更新を行うものでございます。 

 サービス種別は、認知症対応型共同生活介護になります。認知症対応型共

同生活介護とは、認知症の高齢者が共同生活をする住居で、日常生活上の世

話や、機能訓練などのサービスを受けられるものでございます。 

 運営法人は、医療法人社団つくし会になります。本部は国立市にありまし

て、国立市では、病院、居宅介護支援事業所、通所リハビリ、訪問リハビリ

等を運営しております。小金井市内の事業所の所在地でございますが、小金

井市東町２丁目31番３号でございます。同一の建物の１階では有料老人ホー

ムを、２階ではグループホームを運営しております。定員は、２ユニットで

合計17人でございます。 

 更新手続に先立ちまして、８月にこちらの事業所につきまして、実地指導
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を実施しております。その結果としまして、アセスメント関連の書類不備等、

一部軽微な指摘事項は認められましたが、大きな問題は散見されませんでし

た。 

 利用者１人１人の生活リズムに合わせて、画一的な介護をせずに柔軟に対

応しておりまして、非常に良質な介護を提供していたという所感でございま

す。 

 こちらの事業所については、説明は以上でございます。 

 続きまして、19ページ以降のミクスチュアうてな、27ページ以降の多機能

型事業所うてな、35ページ以降のグループホームうてな、これについてご説

明させていただきます。 

 こちらの３事業所につきましては、同一法人による運営でございますので

まとめてご説明させていただきます。 

 ミクスチュアうてなは地域密着型通所介護、複合型うてなは小規模多機能

型居宅介護、グループホームうてなについては認知症対応型共同生活介護と

なっております。３事業所とも、前回、平成22年11月１日に新規指定を受け

たため、指定後６年を迎える来月の11月に指定更新を行うものでございます。 

 運営法人につきましては、ＮＰＯうてなでございます。所在地につきまし

ては、小金井市本町５丁目37番８号で、４階建ての建物でございます。１階

がデイサービス、それから、小規模多機能型居宅介護事業所となっておりま

す。２階と３階につきましてはグループホーム、４階についてはヘルパー事

業所という形になっております。 

 ＮＰＯうてなにつきましては、９月に２日に分けて実地調査を行いました。

初日についてはミクスチュアうてな、２日目につきましては多機能型事業所

うてなと、グループホームうてなについて行いました。 

 それでは、最初にミクスチュアうてなについて、ご説明させていただきま

す。 

 こちらの事業所の定員は15人でございます。４月より地域密着型サービス

に移行した事業所になります。 

 実地調査の結果についてでございますが、記録漏れ等の書類上の不備はあ

ったものの、運営状況につきましては、運営上の重大な問題は散見されませ

んでした。 
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 サービス内容としましては、利用者個人の希望を尊重しつつ、機能訓練、

それから創作活動、レクリエーションなど、個々の利用者に沿ったプログラ

ムを実施しておりました。 

 続きまして、多機能型事業所うてなでございます。 

 事業所の種別は、小規模多機能型居宅介護でございます。 

 サービスの内容につきましては、簡単にご説明させていただきますが、小

規模多機能型居宅介護事業所は、通常は通所で、ぐあいがよくない場合など

は自宅に訪問をするような形になっておりまして、家族が旅行に出かけると

きなどは事業所へ宿泊するというような形で、利用者の状態や希望に応じま

して柔軟に、これらの３つのサービスを組み合わせて行うような形でござい

ます。つまりは、状態の変わりやすい利用者の方に向いているサービスとい

うところでございます。なお、この小規模多機能型居宅介護につきましては、

市内に２カ所ございます。 

 実地調査の結果についてでございますが、若干の書類等の不備があったも

のの、サービス内容につきましては、利用者や家族等の在宅生活の質を高め

るために、通いサービス、それから、訪問サービス、宿泊サービスを利用者

の状態に応じて提供している取り組みがなされており、良好でございました。 

 次に、グループホームうてなでございます。 

 こちらは、ユニット数としましては２ユニットでございまして、９人と６

人のユニットでございます。定員は合計で15人になります。 

 サービスの内容としましては、利用者本意のサービスを提供し、食事、そ

れから、掃除といった家事でも、できるだけかかわっていただこうという姿

勢が感じられたところでございます。 

 これらのうてなの３事業所について、総括的に申し上げさせていただきま

すと、職員、利用者を含めまして、全体的に非常に雰囲気が明るい印象でご

ざいまして、利用者本意のサービスを提供しておりました。ＮＰＯ法人とい

うこともあるかと思いますが、地域貢献に対する意欲も高く、その点につい

ては評価に値するものと考えているところでございます。 

 ただ、残念な点といたしましては、良質なサービスを提供しておりました

が、そのサービス提供等の記録の不備が見受けられたことでございます。そ

の点につきましては、当日の実地調査においても指導をさせていただいたと
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ころでございます。 

 そのほかは、衛生環境面とかにつきましては、掃除等が行き届いておりま

して、非常に良好な環境でございました。 

 ＮＰＯ法人うてな関連の事業所については、説明は以上でございます。 

 続きまして、デイサービスりんごの歌でございます。 

 資料43ページから49ページになります。事業所名はデイサービスりんごの

歌緑町で、もともとはファミリーケアさくら物語という事業所で、平成25年

１月１日に東京都の通所介護の指定を受けた事業所で、現在でも小金井市で

運営している事業所となります。 

 今年の11月から事業譲渡という形で、運営会社が変更となりまして、事業

所の名称も変わっているところでございます。事業所としては、新規指定の

扱いとなりますので、このたび本委員会へお諮りするものでございます。 

 運営法人につきましては、アユートから株式会社ウェルリソースという法

人に変更となっております。こちらの新しいほうの法人につきましては、小

金井市のほか千葉県で１カ所、それから、西東京市で１カ所、練馬区で１カ

所、デイサービスを運営しているところでございます。 

 説明につきましては、以上でございます。 

（酒井委員長）それでは、今の説明があった、全部で４つの法人について、

ご質問とかを受けたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 順番にやっていきますか、各事業所ごとに、法人単位で。 

 じゃあ、まずは、デイサービスこがねい、北多摩中央医療がやっているや

つですが、これはいかがでしょう。 

（新井委員）新井です。 

（酒井委員長）はい、どうぞ。 

（新井委員）細かいところで、素人で申しわけないんですけれども、６ペー

ジのところに、防火責任者の管理者は堺田さんと書いてあるんですが、この

フェースというか、最初にある２ページとかの管理者は三輪さんという方で、

ほかにもこの堺田さんという方がないんですけれども、これは管理者が複数

いるということなんでしょうか。それとも、防火の管理は堺田さんで、ほか

の管理は三輪さんみたいな扱いなんでしょうか。 

（酒井委員長）はい、どうぞ。 
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（事務局）おっしゃるとおりでございます。防火管理者はあくまで消防法上

の管理者のことでございますので、デイサービスの管理者は別にいると考え

ていただければと思います。 

（新井委員）わかりました。 

（酒井委員長）よろしいですか。 

 ほかにはご質問等はありますでしょうか。よろしいですかね。では、デイ

サービスこがねいに関しては、了承ということでお願いします。 

 次に、グループホームのがわの関係をやりたいと思います。何かご質問と

かはありますでしょうか。今、グループホームは定員17かな、入居者は全員

が埋まっている状態ですか。 

（事務局）はい。 

（酒井委員長）１階が有料ホームで２階にグループホームがあるということ

ですね。 

 よろしいでしょうかね。はい。では、了解いたしました。 

 では、次は19ページから、うてなの関係です。３つ事業所がありますので、

通所と小規模多機能とグループホームということですので、どうでしょうか。

山極委員。 

（山極委員）山極です。38ページ。 

（酒井委員長）38。 

（山極委員）はい。グループホームのうてなさんのほうの運営規程なんです

けれども、非常災害対策として、（６）に消防訓練のところが書かれているん

ですけれども、これ、併設施設の訓練計画に含まれるというので、それはど

こにあるのかなというふうに見ていくと、21ページ目の地域密着型の通所の

ほうのミクスチュアうてなさんのところに、ページで言うと24ページ、非常

災害対策というふうに書かれていて、これに準じているんだろうなというこ

となのかなと推察するんですが、グループホームということなので、夜間も

お預かりするような形かと思いますので、こちらは別途書かれたほうがほん

とうはいいのかなというふうに思ったんですけど。それはちょっと意見的な

感じなんですが。 

（酒井委員長）そうですね。方や24時間施設で、方や通所だから夜間。 

（山極委員）そうなんです。 
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（酒井委員長）その辺は行政のほうの担当、どうですか。 

（事務局）おっしゃるとおりでございまして、グループホームは夜間、当然

運営しているわけなので、グループホームでは夜間を想定した訓練を実施し

ていなかったという記録でわかったので、そこは当日の指導で、今後行うよ

うにということで指導を行いました。 

（山極委員）規程のほうにも、多分、これは別途書かれたほうがほんとうは

よりいいと思うんですけどね。それぞれは事業形態が違うので、多分、書か

れたほうが、むしろ、誤解を招かなくていいかなと。 

（事務局）事業所のほうにお伝えしておきます。 

（酒井委員長）よろしくお願いいたします。そうですね。 

（山極委員）忘れないで。 

（酒井委員長）はい、大西委員。 

（大西委員）基本的なことがわからないんで、ここにも行って、ほんとうは

見てくればいいんでしょうけど、行ってないので。これ、住所、みんな一緒

ですよね。所在地というのは一緒になっているんですけど、本町５丁目の。 

（山極委員）１つの建物の中ですね。 

（大西委員）37番８号ですね、全部。そういうことは、広大な敷地があって、

そこに３つぐらい建物があるということなんですか、それとも。 

（酒井委員長）１つの建物に１階から４階までのようですね。 

（大西委員）そういうことなんですか。 

（酒井委員長）どうですか、ビルの大きさは。 

（事務局）建物は非常にきれいであります。 

（大西委員）新築はきれいですよ。 

（事務局）１階はデイサービスと小規模多機能で、２階と３階がグループホ

ームで、４階が事務所という感じです。 

（大西委員）職員は全然違うわけ。 

（事務局）そうです。職員はそれぞれ配置してございます。 

（酒井委員長）ただ、当然、兼務とかもあるでしょ。 

（事務局）兼務はございます。 

（酒井委員長）あるよね。うてなの関係で、市内に幾つもない小規模多機能

を事業１つでやっていらっしゃるところですけれども、登録が18ですか、利
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用者さんですね。結構、利用者さんは引きも切らずというか、その辺いかが

なんですか。 

（事務局）人数は大体、登録者数は10名前後で推移しているというような状

況でございます。 

（酒井委員長）10名前後。じゃ、定員をちょっと下回っている状態なんです

ね。そうすると、一般的にやっぱり経営の問題が、どうなのかなって思いま

すけど。 

（山極委員）小規模多機能は、ケアマネさんにまだよく理解されていないの

ではないかという話も結構あります。 

（酒井委員長）どうぞ、内藤委員。 

（内藤委員）内藤ですけれども、私、最近申し込みというか、お願いしたん

ですけど、うてなさんはいっぱいで断られました。 

（酒井委員長）いっぱいですか。 

（内藤委員）あと、デイの職員もやめられたので、ケアマネとしての枠はあ

ってもデイのほうに見られないと言われて、８月に断られました。 

（酒井委員長）定員は18となっているけれども。 

（内藤委員）10人だとか言われました。 

（酒井委員長）10人か。なかなかスタッフがちょっと足りないから、今は余

裕はないということなんですね。小規模多機能に関しては、国のほうなんか

でも、それを地域で支えていくための結構切り札的な公的な事業として位置

づけられているんだけど、なかなか報酬の問題も含めて、事業を展開する側

から見るとちょっと手を出すのは少し厳しいというように聞くんですが、こ

のうてなさんが、この事業自体が順調にいくかどうかというのは、結構小金

井の中で大きな参考になるのかなというふうに思いますけれども。じゃ、今、

大変な状態なんですかね。 

 あと、こういう場合、ちょっと聞いておきたいんですが、グループホーム

と併設している場合に、小規模多機能の宿泊機能、これは、１階の中で完結

しているんですか、それともほかのグループホームとかのスペースを活用し

ているということですか。 

（事務局）宿泊は既に１階のところに確保してあります。小規模多機能の利

用者のための部屋を設けてあります。 
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（酒井委員長）それは、例えば、設備基準とかで絶対条件なんですか。 

（事務局）そうですね。宿泊施設。 

（酒井委員長）独立したものをちゃんと入れる。 

（事務局）平米数も。 

（山極委員）これ、３人が定員なんですけど、３部屋個室なんですか。 

（事務局）３部屋個室になっています。 

（酒井委員長）ほかに、皆さんのほうから何か。平野委員、どうぞ。 

（平野委員）平野です。うてなの３施設もそうなんですけれども、指定更新

のこの５個と新規の指定にも関連あるんですけれども、一番、私はホームで

非常災害対策に関心を持っているんです。私は不勉強でわからないのは、例

えば、38ページには、第９条でちゃんと防火責任者と火元責任者云々という

ことで書かれています。同じく、うてなさんでは、31ページの第12条にもこ

れと全く同じ（１）から（７）までは同じなんです。よろしいですか。 

 ところが、今度、24ページになりますと、第15条で非常災害対策では、防

火責任者と火元責任云々という文言がないんですけれども、これは、消防計

画をつくっているからこういったことについては、こういったというのは、

火元責任者と防火責任者については、記載しなくてもいいということになっ

ているのかどうか、そこがわからなくて質問いたしました。 

（酒井委員長）事務局のほうからお願いします。 

（事務局）お答えいたします。運営規程の内容につきましては、必ずこうい

うふうに書かなければならないという厳密なルールはないんですけれども、

今、ご指摘があったところもおっしゃるとおりだと思いますので、それにつ

きましては、事業所のほうにお伝えをして、是正をするようにお話ししたと

思います。 

（酒井委員長）例えば、標準的な基準といいますか、ルールとして、例えば、

防火管理者と防火責任者、火元責任者というね、似たようなあれなんだけれ

ども、つまり、これら３つに関してはきちっと記載をしなければいけないと

いう、防火管理者だけでいいのか。 

（山極委員）消防計画の中にその定めがあって、火元管理者は各部屋の火の

元について、ちゃんとそこに、ここのお部屋は誰々ですよというふうに明示

する、ありますよね、各部屋ごとに。 
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（酒井委員長）部屋ごとに、ありますね。あります、あります。 

（山極委員）会議室は誰それ、厨房は誰それというふうな、そういう定めが

あって、消防計画の中でそれを決めていますので、ここはまとめて、多分、

「消防計画を作成し」の中に全部込み込みで入っちゃっているんだと思うん

ですね、文言がね。だから、さっき、事務局のほうで説明があったとおり、

書き方のお作法というか、スタイルがそれぞれ別々なので、本来であればさ

っき言ったとおり、同じ事業所、法人であれば同じようなスタイルにそろえ

て、それぞれにきちんと書かれたほうがいいということじゃないかなと思い

ますね。 

（酒井委員長）防火責任者というのは、一般的には施設の管理者が当たると

いう。 

（山極委員）そうですね。その場合もありますし、さっき、新井委員のご指

摘があったように、また別に立てて、その専門でやっている人もいらっしゃ

いますね。 

（平野委員）普通企業でいきますと、防火責任者と火元責任者を全く離して、

山極さんが言われたようにきちっと書く、火元には赤で明示されているんで

すよね。だけども、この運営規則の中に、言われたように、そういった防火

管理と火元責任云々をきちっと書かなくちゃいけないのかどうか、消防計画

で載っていますからそれでいいのかどうか。でも、私はやっぱり、こういう

時期、時期というか、結構、非常災害対策、皆さん関心を持っておられると

思うんですけれども、やっぱり、明示するものは明示するというスタンスで

いかないと、見ていると、例えば、６ページのところでも、これは書いてな

いんですよね、防火責任者だけで火元責任者という表示はない。こういった

ところをきちっとチェックして書かなければならないのは、やっぱり、市の

サイドで書くべきですよという指導をしたほうがいいのかどうか、その辺は

私はわかりませんけれども、統一されてきちっとやられたほうがいいんじゃ

ないだろうかと思って発言させていただきました。 

（酒井委員長）この辺のことをきっちりと、実地指導するときにチェックポ

イントとして押さえた上でやるということを小金井市、今もやっていらっし

ゃるんだと思いますけれども、よりそこを徹底して、ルーチンとしてしっか

り押さえていくということでよろしいでしょうか。では、行政のほう、それ
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でよろしいでしょうか。はい。 

 あとは、ほかにはいかがでしょう。はい、どうぞ、宮地委員。 

（宮地委員）宮地です。ごめんなさい。ちょっと、前回のデイサービスこが

ねいさんとか、のがわさんとかで見落としていたんですけれども、個人情報

の取り扱いに関する指針というのがどこにも載っていないんです。これは、

やっぱり、この時代には絶対必要なことだと思うので、指導というのはされ

たほうがいいかなと思いました。 

（酒井委員長）先ほどの報告の中でも、書類上の記載不備とかもあるという

ようにおっしゃっていましたけれども、個人情報の関係はいかがでしょうか。 

（事務局）通常、従業者の方が契約をする際には、必ず雇用主と個人情報に

関する誓約書というのを結ぶように指導しているんですね。ただ、ご指摘あ

ったとおり、何名かの方につきましては、個人情報に関する誓約をとってい

なかったので、それについても指導を行ったところでございます。 

（酒井委員長）そうすると、その辺の部分は、運営規程に記載はしなくても

いいのか、何ていうんですか、要するに、個別にはしっかりとっていらっし

ゃると、個人情報のことについては。だけど、運営規程上はそこのことはあ

えて記載しなくてもいいのかどうかということだと思いますけれども、どう

なんですか。どうなんですか、事務局。 

（山極委員）山極です。個人情報の保護に関するまた別途規程をつくってい

たり、指針を持っていたり、そういうふうな形であらわしている事業所もあ

りますね。 

（酒井委員長）僕、ある社福法人、理事をやっているんですけど、そういえ

ば、去年あたりから個人情報規程の見直し、特にマイナンバーの問題が出て

きたりしているので。それで、全体を分厚い資料で、社教かなんかのベース

なんでしょ。読んだって、もういいやって感じなんですけど、そういうのは

一応ありますけど。 

（山極委員）利用者さんに説明する際は、先ほどの誓約書の類いでお約束を

するという形が一般的ですね。内部の職員に関しては、契約を結ぶ際に、や

はり、個人情報の保護に関する誓約をしてもらうという。雇用した場合に、

仮にやめたとしても口外は許されないということの誓約をしていますので、

そのようなところで守られていると思うんですが、マイナンバーとか、一般
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的な個人情報の取り扱い全部を規程としてまとめ上げている法人というのは

まだ少ないかもしれないですね。 

（酒井委員長）よろしいですか、宮地先生。 

（宮地委員）はい。 

（酒井委員長）ただ、実地指導のときは運営規程にそういう規程があるかど

うかは別にしても、個人情報保護のことについては、一応チェックはされて

いるわけですよね、当然ね。 

（事務局）必ずしております。 

（酒井委員長）よろしいですか。はい。ほかにはどうでしょうか。事務局、

はい。 

（介護保険係長）ちょっと補足をさせていただいてもよろしいでしょうか。

先ほどの中でデイサービスこがねいさんの運営規程のところで、７ページの

第20条の２項に秘密保持の関係のところは記載されているようでございます。 

（山極委員）運営規程はあれですけど、就業規則とか、そういうのにも明示

されていますね。 

（酒井委員長）そうですね。ほかにはよろしいでしょうか。そうしたら、で

は、資料２の関連ですね。３つの法人の指定については、これでよろしいで

しょうか。では、資料２の議題２のほうを終わらせていただきます。 

 では、続きまして、総合事業に係る指定について説明をお願いいたします。 

（新井委員）すいません。デイサービスりんごの歌については。 

（酒井委員長）そうかそうか、ごめんなさい。 

（新井委員）さっきはうてな。 

（酒井委員長）そうですね。りんごの歌、失礼しました。では、次が、デイ

サービスりんごの歌に関して、ご質問等。ここは運営法人が変わったという

ことなんで。 

（新井委員）新井です。これ、44ページの宿泊サービス実施の有無がありに

なっているんですけれども、営業時間とか運営規程には宿泊サービスについ

ての記載がないんですが、これは宿泊サービスをするとしたら、別途記載が

あるというようなイメージなんでしょうか。 

（酒井委員長）これ、事務局、お願いいたします。でも、通所介護だけです

よね。 
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（事務局）お答えいたします。りんごの歌は宿泊サービスも実施しておりま

して、その届け出は別途でいただいているところでございます。 

（酒井委員長）独自事業として、この法人の。 

（事務局）そうですね。 

（酒井委員長）制度的には、制度外サービスとして提供しているの？ 

（事務局）介護保険の制度ではないんですけれども、自費サービス。一定の

東京都の基準はあるんですけれども、その中で運用はしているところでござ

います。 

（酒井委員長）それは同じ、同一施設内。はい、ということだそうです。 

（新井委員）新井です。もう１点なんですけど、あと、47ページの下のとこ

ろに、通常の実施事業の実施地域に小金井市が入っていないんですけど、こ

れは、新たに入れれば入るという感じでしょうか。 

（事務局）そこはお話をしているところで、今後入れるように調整をしてい

るところでございます。 

（新井委員）ありがとうございます。以上です。 

（酒井委員長）運営法人さんが変わったのには特別な理由なりあるんですか。 

（事務局）理由につきましては特には聞いていないんですが、最近、多いの

は、やっぱり、人材の確保が困難ということが、結構、今年に入ってから、

運営法人の変更というのがたくさんあるんですけれども、どの事業者さんも

やっぱり人の確保が大変だということは聞いております。 

（酒井委員長）それは介護業界のＭ＆Ａなんですか。そういったらあれです

が。どうぞ。 

（山極委員）今の通常の事業の実施地域にかかわるところなんですけど、47

ページの第12条の記載地域と44ページの通常の事業実施地域について乖離が

あるんですけど、どちらが正しいでしょうか。武蔵野のとか三鷹というのが

入っていないんです。清瀬も入ってないし。 

（酒井委員長）そうですね。 

（事務局）44ページのほうが正しいかと。 

（山極委員）44ページ。そうすると、47は、これは。 

（酒井委員長）小金井は入っているわけですね。 

（山極委員）清瀬とか、小金井が入っていなくて、東村山が入っていたり、
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東久留米が入っていたり、西東京が入っていたり、小平以外は違いますよね。

これはちょっと。 

（事務局）この点につきましては、すみません、事業所と詳細に確認をさせ

ていただいて、必要に応じて修正を求めたいと思います。 

（酒井委員長）運営規程を例えば、何か別のところから来たとかそういうこ

とじゃないですか。ここというのはほかにもいろいろ事業がさっきおっしゃ

っていましたよね、西東京でやっているということだから、例えば、西東京

で使っているやつをたまたま持ってきちゃったとか、そういうのがあるんで

すかね。それをベースにして少しやったんだけど、修正が足りなかったとか

ね。一応それは確認をしてください、お願いいたします。 

 ほかにはどうでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、資料２関連は議題２のほうはこれで終わりたいと思います。 

 では、続きまして、先ほどやりました総合事業に係る事業所の指定という

ことで、これをお聞きしたいと思います。では、事務局のほうからお願いい

たします。 

（介護保険係長）介護保険係長でございます。それでは、資料３－１をごら

んください。先ほどの全体会で、総合事業についての概要についてご説明さ

せていただいたところでございますが、事業所が総合事業を実施するに当た

っては指定が必要となってまいります。これに伴いまして、本委員会への総

合事業の事業所指定に関する報告方法について一定整理をさせていただきた

いと思います。 

 総合事業の事業者指定につきましては、介護保険法上、関係者の意見の聴

取については、特段の規定はされていないところでございますが、市が事業

者の指定を行うという意味においては、関係者の皆様へのご報告ですとか、

意見聴取につきましては、一定必要であると考えているところでございます。

つきましては、総合事業の事業者指定につきましても、本専門委員会におい

てご審議いただければと事務局として考えているところでございます。 

 具体的な報告方法につきましては、資料に記載しているとおりでございま

して、通所介護、訪問介護の指定を受けている事業所が総合事業の指定を新

たに受ける場合は、原則、指定日以降の本委員会にてご報告をさせていただ

きまして、また、通所介護、訪問介護の指定を受けていない事業所が総合事
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業の指定を受ける場合においては、原則、指定日よりも前に皆さんにご審議

いただければと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

（酒井委員長）これは、先ほど全体会で議論をしたやつの具体的なかかわり

の問題でございますけれども、今、事務局のほうからご提案があった中身で

いかがでしょうか。既に受けているところについては事後報告もよしとする

ということですね。そして、全くの新規の場合は、事前にこの委員会を開い

て、そこで指定の作業を行うということです。 

 たしか、先ほど、今４事業所とおっしゃいましたっけ、手を挙げたという。

そうでしたよね、違いましたっけ。 

（事務局）もう少し多いです。 

（酒井委員長）そうですか。まず、この基本ルールについてはいかがでしょ

うか。 

（山極委員）新規の場合は、２カ月前に指定することになってもいいんです

けれども、そうすると、都度都度、招集かかるという感じですね。 

（酒井委員長）そうか、そうですね。申請して翌々月の１日が指定日ですよ

ね。 

（山極委員）そうですね。だから、その間に都度都度、招集される形になる

という感じですか。 

（酒井委員長）ただ、指定を受けていた事業所については、もうオーケーで

すよね。 

（山極委員）それは、みなしはオーケー。 

（酒井委員長）全くの新規ですよね。 

（山極委員）みなしからの場合はオーケーなんですよね。 

（介護福祉課長）全く総合事業だけやりたい。 

（山極委員）全くの新規の場合はやるんですよね。 

（介護福祉課長）はい。 

（酒井委員長）逆に、地元の住民グループさんが立ち上げるとかということ

はあり得るんでしょうか、それはないですか。 

（山極委員）いや、それはちょっとどうでしょう、さすがに。 

（酒井委員長）ということは、介護保険関係の事業をやっていないところが
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新たにやるとすれば、住民参加型の事業所が想定されるわけですよね。どう

なんですかね。でも、そういう印象なんですよね、イメージってどうなんで

すか、新規って。 

（介護福祉課長）例えば、通所介護、訪問介護以外のサービスをされている

ところが初めて通所、または訪問を始めるということはあります。 

（酒井委員長）要するに事業の幅を広げると。 

（介護福祉課長）その場合には、新規と同じ扱いにさせていただきます。 

（酒井委員長）あとは、全てのサービスメニューをひっ提げて小金井市に初

めて入ってくると、それこそ通所介護から総合、そういうのはありますよね。 

（介護福祉課長）はい、そうですね。 

（酒井委員長）では、小金井市としては、この２つ目のやつが頻繁に委員会

が開かれたほうがいいですね。 

 基本ルールはそういうことだということでよろしいですかね。はい。 

 それで、次はいいですか、次は資料３－２と３－３ですけれども、ご説明

お願いいたします。Ａ３ですね。 

（介護保険係長）それでは、資料３－２、それから３－３についてご説明さ

せていただきます。 

 まず、資料３－２でございます。こちらは、総合事業の訪問型サービスに

なります。資料３－３につきましては、通所型サービスを実施する事業の一

覧を示したものでございます。総合事業は平成28年10月以降に認定更新を迎

えた方、あるいは新規で認定申請を行った方で、サービスが必要と認められ

た方が利用できるものでございます。 

 資料の表の一番右側にございます現行相当でございますが、従来の介護予

防の訪問介護や通所介護の基準でのサービスで、平成27年３月31日以前に東

京都の通所介護や訪問介護の指定を受けている事業者は、平成30年３月31日

まで、総合事業の現行相当サービスの指定をみなしで受けることとなります。

平成27年４月１日以降に開設した事業につきましては、みなしの適用がされ

ないために、市が指定をすることとなります。 

 その左隣の市基準でございますが、こちらは従来の訪問介護、通所介護の

基準よりも緩和した基準のサービスとなっております。市基準サービスを実

施する場合も市が指定をする形になります。 
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 平成28年11月１日現在、訪問型サービスの現行相当サービスの指定につき

ましては、23件。それから、市基準型サービスの指定は15件となる見込みで

ございます。 

 一方、通所型サービスの現行相当サービスにつきましては、26件。それか

ら、市基準型サービスの指定は６件となる見込みで、表に記載されていると

おりでございます。 

 以上でございます。 

（酒井委員長）今の説明に対して何かご質問は。山極委員。 

（山極委員）この表については、ケアマネ事業所ですとか、包括支援センタ

ーに都度都度、例えば更新した時点で情報提供というのはされるんでしょう

か。 

（事務局）事務局でございます。おっしゃるとおり、都度都度、１日時点で

こういった更新の手続きになりますので、ホームページに公開するのとあわ

せて、事業者連絡会の方々へのメールでの連絡ですとか、包括支援センター

さんへ直接、４包括さんのほうにメールにて連絡をする形を現在とらせてい

ただいております。 

 以上でございます。 

（酒井委員長）ありがとうございます。じゃ、その辺は情報をきちんと迅速

に提供していくということですね。 

 あとは、ほかにご質問等あればと思いますけれども。逆に言うと、この総

合事業をうちの事業所はやらないよというところはあったんですか。 

（事務局）あります。 

（酒井委員長）あるんですか。それは、何、お金が安いからとかそういう意

味じゃなくて。 

（事務局）会社のほう、法人、運営方針としてやらないという。 

（酒井委員長）そうなんですか。例えば、そういったことで、何か、市民の

方が戸惑っているとか、ケアマネさんが困っているとか、そういう事例はあ

るんですか。 

（事務局）事務局でございます。今のご質問についてはまだちょっと始まっ

たばかりで、実際のお声として利用者様のほうから上がってきてないという

ところも実情なんですが、やはり、利用者様にご迷惑がかかるような事業所
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についてはしっかり市基準の指定をとっていただいて、総合事業の指定をと

っていただく意識を持っていただいているのかなとは思うんですけれども。

なので、今現在、利用者様のほうで困っているとかということはないんです

けれども、ケアマネジャーさんですとか、包括支援センターさんのほうで、

指定を受けられていない事業者さんがまだ通所の事業者さんの中で多かった

りしますので、ケアマネジメントしづらいという声は今上がってきているよ

うな状況でございますので、やはり、しっかり指定を受けていただくように、

行政としても働きかけをしていかなければいけないかなというように認識し

ております。 

 以上でございます。 

（酒井委員長）その辺に関しては、例えば、事業者さんのほうとか、委員さ

んのほうでご意見とか。 

（山極委員）市基準の指定を受けるのに、既存の一体型とか、別立てでやる

方法があるんですけど、最初から市基準対応の利用者さんがどれぐらいあら

われるかというのは、今、五月雨式の中でその人数の状況を見ているので、

利用者さんがどういう希望、要望を出すかというところがまだ今のところち

ょっと見えない。基本的には、今までどおりのというふうなことが利用者さ

んにはおそらくあるだろうということなので、今の事務局のほうのお話では

そういうことですけれども、事業所的には少し様子を見てやるということが

１つ。 

 本町のうちのセンターなんかで言うと、別立てでするにしても、やっぱり、

お部屋がないんですね。お部屋がちょっと少なくて、そういうハード面の制

約があったりとかいうこともあります。それは、別立てでやる場合の話です

けれども。そういう部分がありますね。 

 あと、送迎とかをどうするか。半日型なんかをわりと想定されていると思

うんですけれども、半日型というと、別にまた送迎をしなきゃいけないとい

うことがあるんです。もちろん、自分で来られるような元気な方であればい

いんですけれども、要支援２ぐらいになりますと、介護１に極めて近い方も

いらっしゃいますので、送迎を全く抜きでの考えというのは厳しいかなとな

ると、半日での送迎をまた別体制でとらなきゃいけないというような実情も

ありまして、そういった状況を見て、検討するということになるのかなとい
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うふうに思っています。 

（酒井委員長）そうすると、全体会のときに出てきている資料で、時間数が

書いてあったじゃないですか。それで、たしか、３時間だっけ。 

（事務局）３時間ですね。 

（酒井委員長）３時間までのと３時間以上。通常、私のかかわっている通所

介護だと、３時間コースなんて、まずほとんどそういう人いないよなみたい

なイメージがあって、大体、５時間とか７時間とか、中には９時間という方

が多いので、やっぱり、総合事業の時間の幅が非常に短いですね。その何と

いいますかメニューといいますか。 

（山極委員）そうですね。今、通所型のほうの情報が、各所のほうから市基

準でやるところの情報がリリースされていますけど、それを見てもそんなに

長くはないですよね。だから、リハビリデイみたいな感じで、やっぱり、半

日ぐらいのイメージで市基準のほうも考えられているということなんですけ

ど、そういうニーズもありましょうし、今、酒井先生おっしゃったように、

従来型の１日見てほしいという要望、希望の方もおられるのかなということ

で、要は、そういったニーズによってすみ分けはできるように事業所を使い

こなしてもらえばいいのかなというふうに思うので。 

（酒井委員長）総合事業自体は、時間の幅というのはかなり認められている

んですか、通所介護の場合。 

（事務局）通所のサービスについては、1.5時間から３時間という短いものの

創設はさせていただいたんですけれども、３時間以上の枠のサービスについ

ては、特に上限というか、何時間未満にしてくださいというのは規定させて

いただいていないので、自由というか、制限はない形で設けさせていただい

ています。 

（酒井委員長）ただ、長くやっても、変な話だけど、報酬でその分だけの加

算はされないよということなんですかね、多分ね。そうすると、居場所機能

としての機能がちょっと弱っちゃうということですね、ご本人とご家族から

してみれば。 

（山極委員）そうですよね。利用者さんのご家族もそういう長く見てほしい

ということはケースによってはあるかなと思いますね。自立促進で元気にな

ってという、短時間でしっかりリハビリやりましょうとか、脳を活性化させ
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ましょうとかということに関しては長くやればいいというものでもないので、

プログラムとしてそれが成り立てば、それはそれで機能するのかなと思いま

すけれども、それ以外のニーズも、やはり、予防の方もありますので、時間

へのニーズに対して、どう応えていくかということも片方では課題ではござ

います。 

（酒井委員長）今のは全体会のときに議論すべきものだったかもしれません

が、今はまだ10月で移行が始まった状態ですから、結論を出すわけにはいき

ませんけれども、何かあえて質問とかはよろしいですか。ちょっと、今の辺

の議論は、また来年に集まったときにいろいろ議論が必要になってくるし、

協議会としましても、チェックといいますか、そういう意味においてはいろ

いろ問題意識が必要になっていくかなと思います。 

 それでは、よろしいですか。 

 それでは、今日は非常に盛りだくさんで大変だったかと思いますけれども、

会議を終わっていきたいと思っております。どうもありがとうございました。 

 

閉  会 午後４時00分 

 


